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平成２５年第３回高山市議会定例会 提出議案の概要 

 

報第３号 損害賠償の額の決定の専決処分について             （Ｐ１） 

 

  平成２４年１２月２７日、高山市上二之町４０番地先 市道上二之町大新町線交差点で発

生した信号機のない交差点に進入し通過しようとした公用車と左方向からの直進車両との接

触事故に関し、損害賠償金を支払うことについて専決処分したので報告する。 

  専決年月日 平成２５年５月２０日 

  損害賠償額 ５６，７６９円                        

 

報第４号 継続費繰越計算書（一般会計）について                （Ｐ２） 

 

継続費を設定している次の事業の平成２４年度の執行残額を平成２５年度に繰り越したことに伴

い、継続費繰越計算書を調製したので報告する。 

(1)  若宮橋整備事業（平成２４年度～平成２５年度） 

(2)  合崎橋整備事業（平成２４年度～平成２５年度） 

 

 

報第５号 継続費繰越計算書（水道事業会計）について            （Ｐ５）            

 

継続費を設定している次の事業の平成２４年度の執行残額を平成２５年度に繰り越したことに伴

い、継続費繰越計算書を報告する。 

(1)  錦山配水区域等再編事業（平成２４年度～平成２５年度） 

 

 

報第６号 繰越明許費繰越計算書（一般会計）について            （Ｐ８） 

  

 平成２４年度に執行できなかった次の事業に係る予算を平成２５年度に繰り越したことに伴い、

繰越明許費繰越計算書を調製したので報告する。 

⑴ 情報通信基盤整備事業 

⑵ 農業土木施設整備事業 

⑶ 道路維持修繕事業 

⑷ 道路法面点検調査事業 

⑸ 橋りょう耐震補強事業 

⑹ 上切中切２号線道路改良事業 

⑺ 普通河川整備事業 

⑻ 駅周辺土地区画整理事業 

⑼  街路昭和中山線整備事業 

⑽  街路西之一色花岡線整備事業 
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⑾ 小学校屋内運動場耐震改修事業 

⑿ 中学校屋内運動場耐震改修事業 

⒀ 過年土木施設災害復旧事業   

 

報第 7号 繰越明許費繰越計算書（簡易水道事業特別会計）について  （Ｐ１１） 

            

 平成２４年度に執行できなかった次の事業に係る予算を平成２５年度に繰り越したことに伴い、

繰越明許費繰越計算書を調製したので報告する。 

(1) 平湯簡易水道整備事業 

 

報第８号 繰越計算書（水道事業会計）について               （Ｐ１３） 

            

 平成２４年度に執行できなかった次の事業に係る予算を平成２５年度に繰り越したことに伴い、

繰越計算書を報告する。 

(1) 下切導水管耐震化事業 

 

議第４０号 高山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

                                              （Ｐ１５）                                               

  新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴い改正するもの 

    ・新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の新設 

   施行期日 公布の日（平成２５年４月１３日以後に本市に派遣された者について適用）       

   

議第４１号 高山市税条例の一部を改正する条例について         （Ｐ１９）                                                                       

 

 地方税法等の改正に伴い改正するもの 

   ①給与支払報告書等の提出方法の見直し 

   ②公益法人等に係る市民税の非課税特例の見直し 

③住宅借入金等特別税額控除の見直し 

④延滞金の割合の特例の見直し 

  施行期日 ①②④平成２６年１月１日 ③平成２７年１月１日        

 

議第４２号 高山市新型インフルエンザ等対策本部条例について     （Ｐ３３）          

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴い制定するもの 

・高山市新型インフルエンザ等対策本部の組織に関し必要な事項を定める。 

施行期日 公布の日 

 

議第４３号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例について （Ｐ３６）                       

 

 国民健康保険法施行令の改正等に伴い改正するもの 
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  ①特定世帯に係る世帯別平等割の減額措置の延長等 

  ②特定同一世帯に係る保険料減額期間の見直し 

  ③保険料の基礎賦課額の算定に関する特例の延長 

  ④延滞金の割合の特例の見直し 

 施行期日 ①②③公布の日（平成２５年度分の保険料について適用） 

        ④平成２６年１月１日 

 

議第４４号 高山市後期高齢者医療に関する条例及び高山市介護保険条例の 

一部を改正する条例について                   （Ｐ４４） 

 

延滞金の割合の特例を見直すため関係条例（２本）を改正するもの 

 施行期日 平成２６年１月１日                      

 

議第４５号 友好都市提携について                       （Ｐ４８） 

 

  ペルー共和国ウルバンバ郡との友好都市提携を締結しようとするもの 

 

議第４６号 財産の取得について                         （Ｐ５１） 

 

消防ポンプ自動車２台を取得するもの 

 

議第４７号 財産の取得について                         （Ｐ５２） 

 

高規格救急車１台及び救命処置用資器材一式を取得するもの 

 

議第４８号 平成２５年度高山市一般会計補正予算（第１号）        （別冊）  

 

補正額  ５０，４７７千円（補正後 44,450,477千円 当初予算に対し 0.1%増） 

主な内容 ・起業支援型雇用創出事業         ５０，０００千円 

       新たな着地型旅行商品の造成による地域経済の活性化と雇用の場の創出 

 

 

議第４９号 人権擁護委員候補者の推薦について         （提案当日配付） 

                      

 


